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Ａ．研究目的 

平成 30 年から令和元年にわたって行われ

た『歯科技工士の養成・確保に関する検討

会』の報告書において、歯科技工業の内容や

歯科技工士の教育内容について検討すること

の必要性が示された。そのため、令和 2 年度

の厚生労働科学特別研究『歯科技工士の業務

内容の見直しに向けた調査研究』において、

業務範囲に関する意識調査が実施された。こ

の研究により、歯科技工士が診療室チェアサ

イドおよび訪問歯科診療先で実施可能な業務

内容や、今後、歯科技工士に求められる業務

内容について整理され、歯科技工士の業務内

容に関する議論の基礎資料が得られた。ただ

し、業務内容が示されたものの、実施には課

題も多い。昨年度の本研究では、歯科技工業

務に関する現在の教育内容の実態や歯科技工

業務の範囲拡大等に伴い必要とされる教育内

容について、まず「候補となる行為」を選定

し、これらの教育の現状に関して全国の歯科

研究要旨 

Ⅰ．業務・教育内容検討ＷＧ 

• 歯科技工士が診療室のチェアサイド等で実施することが望まれる業務内容および

その妥当性と課題、歯科技工業務に関する現在の教育内容の実態および歯科技工業

務の範囲拡大等に伴い必要とされる教育内容とその課題について、歯科医師及び歯

科技工士だけではなく、患者にとっての有益性や医療安全上の課題等も含め、検討

を行う。 

• 歯科技工業務の範囲拡大として「候補となる行為」を歯科技工士が行うと仮定した

場合の教育内容とそれに必要な教育資源について、課題と解決策をまとめる。 

• 必要に応じて、全国の歯科技工士養成施設、10 施設を対象にヒアリングを行う。 

• これらの結果と文献的検索から、歯科医療の全体像を示した上で、歯科技工士が診

療室のチェアサイド、歯科訪問診療等で実施することが望まれる業務内容や、それ

に伴い拡大が必要と考えられる教育内容と教育資源を示した提言をまとめる。 
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技工士養成施設を対象にアンケート調査を実

施し、「候補となる行為」を歯科技工士が行

うと仮定した場合の教育内容の現状を把握し

た。 
本 WG が行う本年度の研究の目的は、歯

科技工士の業務範囲の拡大として「候補とな

る行為」を歯科技工士が行うと仮定した場合

の現状の教育内容の評価・問題点の抽出を行

い、対応策について協議することにより、歯

科技工士が診療室のチェアサイド、歯科訪問

診療等で実施することが望まれる業務内容

や、それに伴い拡大が必要と考えられる教育

内容と教育資源を示した提言をまとめること

にある。 

 

 
Ｂ．研究方法 
 歯科技工士の実施が望まれる業務内容につ

いての教育の実態および課題等を把握するた

め、歯科技工士養成施設に対してヒアリング

調査を実施した。 
 
 1. 調査対象 

全国の歯科技工士養成施設の中から、地

域、修業年限、設置形態、大学歯学部・歯科

大学附属病院の有無等を考慮して抽出した

11校（北海道・東北 1校、関東・甲信越 3
校、東海・北陸 2校、近畿 2校、中国・四国

2校、九州・沖縄 1校）（2 年制 8校、3 年制

1校、3 年制（夜間）1校、2 年制 3 年制（夜

間）併設 1校）（私立 6校、県立 2校、歯科

医師会立 3校）を調査対象とした。 
 

2. 調査研究方法 
ヒアリングシートを新たに作成し、対象校

に郵送した。その後、対象校からの回答を基

にした対面もしくは Web でのヒアリング調

査を WG委員が行った。 
 
 3. 調査項目（内容） 

 歯科技工士が診療室のチェアサイドおよび

歯科訪問診療先で実施することが望まれる業

務については、前年度の研究で仮に選定した

17 の行為から医療安全上の問題を有する行

為を除いた 11 の行為を「候補となる行為」

とした。 

候補となる行為：①患者と接する行為（総

論）、②色調選択（歯冠修復治療）、③歯冠修

復物の研磨（歯冠修復治療）、④人工歯選択

（全部床義歯治療）、⑤チェアサイド・訪問

診療先での義歯の修理（全部床義歯治療）、

⑥人工歯選択（部分床義歯治療）、⑦チェア

サイド・訪問診療先での義歯の修理（部分床

義歯治療）、⑧口腔内スキャナを用いる光学

印象（低侵襲治療）、⑨口腔内写真の撮影

（低侵襲治療）、⑩咀嚼能力検査（グミゼリ

ー）（低侵襲治療）、⑪義歯を口腔内から取り

外す（低侵襲治療） 
行為ごとに〔定義〕および〔必要な教育内

容〕を設定し、回答の参考になるようにし

た。なお、〔定義〕や〔必要な教育内容〕は

複数の教科書や用語集を基に WG 会議で協

議して決定した。 
行為ごとにヒアリングシートを作成し、以

下の項目についてヒアリング調査を行った。 
 ・この行為に関する教育の現状（時間、教

育の場、人、器具・材料、予算） 
・必要な教育内容を教育するための解決策

（時間、教育の場、人、器具・材料、予

算、コメント） 
・上記解決策を講じたとしても残る課題 

（資料 1：ヒアリングシート参照） 
 
 4. 分析方法 

得られた回答にヒアリング内容を追加し、

調査項目別に単純集計した。 
 
 5. 調査実施期間 
 令和 4 年 9月に調査対象にヒアリングシー

トを送付した。回答締め切りは 9月 30日と
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した。 
 令和 4 年 10月と 11月に調査対象に対して

ヒアリングを行った。 
 
（倫理面への配慮） 
 本調査は、明海大学倫理委員会の承認（承

認番号 A2030号）を経て実施した。 
 
 
Ｃ．研究結果 
 調査対象 11校すべてから回答があり、ヒ

アリングを実施した。 
 以下、ヒアリングシートの回答と実施した

ヒアリングの結果を、「候補となる行為」ご

とに示す。 
（資料 2：ヒアリング調査結果参照） 
 
[1] 患者と接する行為（総論） 
 
[1-1] この行為に関する教育の現状 
 教育の現状を図 1 に示す。 

 
図 1 患者と接する行為（総論）に関する教

育の現状 
 

教育の現状を「十分」と回答した養成施設

は、「時間」「教育の場」「人」の項目で

54.5%（11 施設中 6 施設）であり、「器具・

材料」「予算」の項目で 45.5%（11 施設中 5
施設）であった。 
 必要な教育内容を「コミュニケーション

学」、「倫理学」、「歯科技工概論」、「歯科技工

管理学」等の授業において講義形式で教育し

ていたが、「介護（訪問診療のため）」につい

ては教育していない施設が多く、その点で不

十分と回答されていた。 
 
[1-2]必要な教育内容を教育するための解決

策は？（不十分とした項目について） 
 「介護（訪問診療のため）」についての解

決策としては、①現場から講師を派遣しても

らう、②病院や介護施設などの学外実習の場

を設ける、などが挙げられた。 
 
[1-3]上記解決策を講じたとしても残る課題

は？  
 臨床見学実習を実施した方がよいと感じて

いるものの、実施していない養成施設が多く

みられた。その理由としては、①修業年限が

2 年間で短い、②学外実習施設（病院、診療

所、介護施設など）の確保が困難である、な

どが挙げられた。 
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[2] 色調選択（歯冠修復治療） 
 
[2-1] この行為に関する教育の現状 
 教育の現状を図 2 に示す。 

 
図 2 色調選択（歯冠修復治療）に関する教

育の現状 
 

教育の現状を「十分」と回答した養成施設

は、「時間」「教育の場」「人」「器具・材料」

の項目で 45.5%（11 施設中 5 施設）であ

り、「予算」の項目で 54.5%（11 施設中 6 施

設）であった。 
 必要な教育内容を「歯冠修復技工学各

論」、「審美に関わる歯科技工」、「造形美術」

等の授業において講義形式で教育しているも

のの、患者を想定した学生同士の相互実習は

行っていないようである。「色調の伝達」や

「歯科訪問診療における上記の行為」につい

ては教育していない施設が多く、その点で不

十分と回答されていた。 
 
[2-2]必要な教育内容を教育するための解決

策は？（不十分とした項目について） 
「色調の伝達」や「歯科訪問診療における

上記の行為」についての解決策としては、①

口腔内撮影用カメラを用いた実習を行う、②

学生同士で相互実習を行う、などが挙げられ

た。また、歯科診療ユニットのある実習室が

望ましいとの意見があった。ただし、訪問診

療については学生の同行手段が難しいため実

習できないとの意見があった。 
 

[2-3]上記解決策を講じたとしても残る課題

は？  
 学生同士の相互実習に加えて、実際の患者

で色調選択することにより、さらに知識等が

深まると考えられる。臨床見学実習を実施し

ていない養成施設にとっては、学外実習施設

の確保が大きな課題として挙げられた。 
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[3] 歯冠修復物の研磨（歯冠修復治療） 
 
[3-1] この行為に関する教育の現状 
 教育の現状を図 3 に示す。 

 
図 3 歯冠修復物の研磨（歯冠修復治療）に

関する教育の現状 
 

教育の現状を「十分」と回答した養成施設

は、「時間」「教育の場」「人」「器具・材料」

「予算」のすべての項目で 90.9%（11 施設

中 10 施設）であった。 
 必要な教育内容を「歯冠修復技工学に関連

する科目」、「歯科技工実習科目」等の授業に

おいて教育していた。「歯科訪問診療におけ

る上記の行為」については教育していない施

設があり、その点で不十分と回答されてい

た。 
 
[3-2]必要な教育内容を教育するための解決

策は？（不十分とした項目について） 
「歯科訪問診療における上記の行為」につ

いての解決策としては、歯科医師会等と連携

して学外実習（歯科診療所、介護施設等の見

学実習）の場を設けることが挙げられた。 
 
[3-3]上記解決策を講じたとしても残る課題

は？  
 模型上での研磨を行っているが、臨床例で

の研磨は法律上の問題もあるので行っていな

いのが現状である。患者の口腔内に装着する

ための修復物に要する模型ではなく、あくま

でも臨床で使用した模型を使用して修復物を

製作・研磨する等の工夫をしながら実習を行

っている養成施設もあった。チェアサイド等

を想定した歯冠修復物の研磨は、現状の基礎

的な模型実習において十分実施できており、

課題としての認識はなかった。 
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[4] 人工歯選択（全部床義歯治療） 
 
[4-1] この行為に関する教育の現状 
 教育の現状を図 4 に示す。 

 
図 4 人工歯選択（全部床義歯治療）に関す

る教育の現状 
 

教育の現状を「十分」と回答した養成施設

は、「時間」「教育の場」「人」「器具・材料」

「予算」のすべての項目で 63.6%（11 施設

中 7 施設）であった。 
 必要な教育内容を「全部床義歯技工学概

論・各論」、「歯科技工実習（全部床義歯に関

わる）」等の授業において教育していた。人

工歯を選択するということを講義では触れて

いるものの、実習で配布する人工歯は選択済

みであったりするようである。また、「歯科

訪問診療における上記の行為」については教

育していない施設があり、その点で不十分と

回答されていた。 
 
[4-2]必要な教育内容を教育するための解決

策は？（不十分とした項目について） 
 実際に患者に応じて人工歯を選択すること

を深く教育するのであれば、バリエーション

のあるモールドガイドやシェードガイドを用

意する必要がある。 
「歯科訪問診療における上記の行為」につ

いての解決策としては、学外実習（歯科診療

所、介護施設等の見学実習）の場を設けるこ

とが挙げられた。 
 

[4-3]上記解決策を講じたとしても残る課題

は？  
 実習では、あらかじめ用意された人工歯を

使用して、模型上で人工歯排列を行ってい

る。実際の臨床においても、歯科技工指示書

に基づき人工歯等が設定されているため、現

状の実習方法で問題ない（あるいは十分であ

る）と考えている養成施設が多かった。チェ

アサイド等を想定した人工歯選択に関する教

育を行う場合、患者の要望等も踏まえた人工

歯選択の教育方法が課題として挙げられた。 
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[5] チェアサイド・訪問診療先での修理 
（全部床義歯治療） 

 
[5-1] この行為に関する教育の現状 
 教育の現状を図 5 に示す。 

 
図 5 チェアサイド・訪問診療先での修理

（全部床義歯治療）に関する教育の現状 
 

教育の現状を「十分」と回答した養成施設

は、「時間」「教育の場」の項目で 36.4%（11
施設中 4 施設）であり、「人」「予算」の項目

で 45.5%（11 施設中 5 施設）であり、「器

具・材料」の項目で 54.5%（11 施設中 6 施

設）であった。 
 必要な教育内容を「全部床義歯技工学各

論」等の授業において講義形式で教育してい

たり、学生が製作した義歯を破折させ、修理

する実習を行っていた。「歯科訪問診療にお

ける上記の行為」については教育していない

施設が多く、その点で不十分と回答されてい

た。 
 
[5-2]必要な教育内容を教育するための解決

策は？（不十分とした項目について） 
「歯科訪問診療における上記の行為」につ

いての解決策としては、歯科医師会等と連携

して学外実習（歯科診療所、介護施設等の見

学実習）の場を設けることが挙げられた。歯

科医院等の協力が不可欠である。 
 
[5-3]上記解決策を講じたとしても残る課題

は？  

 義歯を実際に壊して義歯床の修理を行った

りしているものの、実際の臨床では様々な破

折のシチュエーションが考えられるため、対

応しきれていないのが現状のようである。ど

こまでを到達目標にするのかという課題が挙

げられた。 
 また、現時点での教育要綱に含まれていな

い授業科目を加えることは時間的に厳しいと

いう意見もあり、課題として挙げられた。 
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[6] 人工歯選択（部分床義歯治療） 
 
[6-1] この行為に関する教育の現状 
 教育の現状を図 6 に示す。 

 
図 6 人工歯選択（部分床義歯治療）に関す

る教育の現状 
 

教育の現状を「十分」と回答した養成施設

は、「時間」「器具・材料」「予算」の項目で

54.5%（11 施設中 6 施設）であり、「教育の

場」「人」の項目で 63.6%（11 施設中 7 施

設）であった。 
 必要な教育内容を「部分床義歯技工学各

論」や「歯科技工実習」等の授業において教

育していた。講義や実習で説明はしているも

のの、患者として見立てた実習は行っていな

いのが現状のようである。また、「歯科訪問

診療における上記の行為」については教育し

ていない施設が多く、その点で不十分と回答

されていた。 
 
[6-2]必要な教育内容を教育するための解決

策は？（不十分とした項目について） 
 現在の実習では、教員が人工歯を選択して

学生に配布している施設が多いようである。

学生自身が人工歯を選択する実習を追加する

といった工夫が必要である。 
また、「歯科訪問診療における上記の行

為」についての解決策としては、学外実習

（歯科診療所、介護施設等の見学実習）の場

を設けることが挙げられた。 
 

[6-3]上記解決策を講じたとしても残る課題

は？  
 チェアサイド等を想定した人工歯選択に関

する教育を行うとなると、患者の要望等も踏

まえた人工歯選択の教育方法も検討する必要

がある。 
 また、どこまでを到達目標にするのか明確

にする必要がある。部分床義歯の人工歯選択

や排列等は、症例が多様であるため、目標に

よって教育内容も変わってくる。 
 さらに、臨床を想定したバリエーションの

ある人工歯を用意しておくのは予算的に難し

いという意見もあった。このように人工歯選

択の教育方法、到達目標、教育内容が課題と

して挙げられた。 
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[7] チェアサイド・訪問診療先での修理 
（部分床義歯治療） 

 
[7-1] この行為に関する教育の現状 
 教育の現状を図 7 に示す。 

 
図 7 チェアサイド・訪問診療先での修理

（部分床義歯治療）に関する教育の現状 
 

教育の現状を「十分」と回答した養成施設

は、「時間」「人」「器具・材料」の項目で

27.3%（11 施設中 3 施設）であり、「教育の

場」の項目で 36.4%（11 施設中 4 施設）で

あり、「予算」の項目で 18.2%（11 施設中 2
施設）であった。 
 必要な教育内容を「部分床義歯技工学各

論」等の授業において講義形式で教育してい

たり、学生が製作した義歯を破折させ、修理

する実習を行っていた。ただし、全部床義歯

の修理の実習は行っているものの、部分床義

歯の修理は行っていない施設が多くみられ

た。 
また、「歯科訪問診療における上記の行

為」については教育していない施設が多く、

その点で不十分と回答されていた。 
 
[7-2]必要な教育内容を教育するための解決

策は？（不十分とした項目について） 
「歯科訪問診療における上記の行為」につ

いての解決策としては、歯科医師会等と連携

して学外実習（歯科診療所、介護施設等の見

学実習）の場を設けることが挙げられた。歯

科医院等の協力が不可欠である。 

 
[7-3]上記解決策を講じたとしても残る課題

は？  
 部分床義歯の修理は多様なケースがあるた

め、対応が困難であり、時間面での限界があ

る。さらに、チェアサイドや訪問診療先での

部分床義歯の修理を教育するとなると、臨床

見学等、実際の臨床現場での実習の必要性等

が課題として挙げられた。 
 また、現時点での教育要綱に含まれていな

い授業科目を加えることは時間的に厳しいと

いう課題も挙げられた。 
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[8] 口腔内スキャナを用いる光学印象 
（低侵襲治療） 

 
[8-1] この行為に関する教育の現状 
 教育の現状を図 8 に示す。 

 
図 8 口腔内スキャナを用いる光学印象（低

侵襲治療）に関する教育の現状 
 

教育の現状を「十分」と回答した養成施設

は、「時間」「教育の場」「人」の項目で

27.3%（11 施設中 3 施設）であり、「器具・

材料」「予算」の項目で 9.1%（11 施設中 1
施設）であった。 
 必要な教育内容を「歯冠修復技工学各

論」、「デジタル技術に関わる歯科技工」等の

授業において講義形式で教育していた。ま

た、模型を口腔と想定した光学印象の実習を

行っている施設があったが、機器を保有して

いないため実習を行っていない施設もあっ

た。また、「歯科訪問診療における上記の行

為」については教育していない施設が多かっ

た。 
[8-2]必要な教育内容を教育するための解決

策は？（不十分とした項目について） 
相互実習を行ったり、歯科医師会等と連携

して学外実習の場を設けることが挙げられ

た。 
 
[8-3]上記解決策を講じたとしても残る課題

は？  
 デジタル機器の購入やライセンス更新等、

設備投資については、財政的に厳しいのが現

状のようである。また、口腔内スキャナーを

用いる実習を増やすとなると、従前からの実

習を減らすことになりかねないという不安要

素がある。 
 また、現在、法令や歯科技工士養成所指導

ガイドラインにおいて、各養成施設でデジタ

ル機器を整備する旨の文言が入っていないた

め、当該機器を購入するための根拠がなく、

購入が困難な状況の施設もあった。今後は、

法令等においてデジタル機器の整備について

も対応が必要であるという意見があった。こ

のように、実習の時間的制約や財政的なこと

が課題として挙げられた。 
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[9] 口腔内写真の撮影（低侵襲治療） 
 
[9-1] この行為に関する教育の現状 
 教育の現状を図 9 に示す。 

 
図 9 口腔内写真の撮影（低侵襲治療）に関

する教育の現状 
 

教育の現状を「十分」と回答した養成施設

は、「時間」「器具・材料」「予算」の項目で

36.4%（11 施設中 4 施設）であり、「教育の

場」「人」の項目で 18.2%（11 施設中 2 施

設）であった。 
 必要な教育内容を「歯冠修復技工学各

論」、「セラミックに関わる歯科技工」等の授

業において講義形式で教育していた。また、

教員が学生の口腔内を撮影したり、学生同士

で相互実習を実施している施設があったが、

教育していない施設もあった。また、「歯科

訪問診療における上記の行為」については教

育していない施設が多かった。 
 
[9-2]必要な教育内容を教育するための解決

策は？（不十分とした項目について） 
撮影に必要な機器を整備したり、相互実習

を行ったり、歯科医師会等と連携して学外実

習の場を設けることが挙げられた。 
 
[9-3]上記解決策を講じたとしても残る課題

は？  
 口腔内撮影用カメラを使用して学生同士で

相互実習等を行う方法があるが、加えて、実

際の臨床現場での撮影を見て学ぶことも重要

との認識はあった。ただし、臨床の場に出る

機会がなく、撮影のための教育を行う時間が

限られている施設もあった。訪問診療に同行

できなくても、リモート下で撮影している様

子を共有する方法も検討されていた。 
さらに、個人情報セキュリティや情報リテ

ラシーなどの教育の充実を図る必要性や、教

育要綱や法律の整備の必要性を課題とする意

見があった。このように、実習の方法や法律

の整備が課題として挙げられた。 
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[10] 咀嚼能力検査（グミゼリー） 
（低侵襲治療） 

 
[10-1] この行為に関する教育の現状 
 教育の現状を図 10 に示す。 

 
図 10 咀嚼能力検査（グミゼリー）（低侵襲

治療）に関する教育の現状 
 

教育の現状を「十分」と回答した養成施設

は、「時間」「教育の場」「人」「器具・材料」

「予算」のすべての項目で 9.1%（11 施設中

1 施設）であった。 
 必要な教育内容を「全部床義歯技工学各

論」、「顎口腔機能学」等の授業において講義

形式で教育していたものの、ほとんどの養成

施設で実習（検査）は行われていなかった。 
 
[10-2]必要な教育内容を教育するための解決

策は？（不十分とした項目について） 
検査に必要な機器や材料を購入すれば、実

習を行うことは可能である。 
 
[10-3]上記解決策を講じたとしても残る課題

は？  
 検査そのものは難しいことではないが、結

果の診断やその後の治療など、どこまで歯科

技工士が関わるのか範囲が明確にならないと

教育に取り入れるのが難しいという意見があ

った。このように、教育要綱や法律の整備、

到達目標の設定が課題として挙げられた。 
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[11] 義歯を口腔内から取り外す 
（低侵襲治療） 

 
[11-1] この行為に関する教育の現状 
 教育の現状を図 11 に示す。 

 
図 11 義歯を口腔内から取り外す（低侵襲治

療）に関する教育の現状 
 

教育の現状を「十分」と回答した養成施設

は、「時間」「教育の場」の項目で 9.1%（11
施設中 1 施設）であり、「人」「器具・材料」

「予算」の項目で 18.2%（11 施設中 2 施

設）であった。 
 必要な教育内容を「全部床義歯技工学概

論」、「部分床義歯技工学概論」等の授業にお

いて講義形式で教育していた。「義歯の設

計」や「着脱方向」については説明している

ものの、義歯の取り外しに特化した教育は行

っていないのが現状であった。また、模型上

での想定で実習は行っているものの、「歯科

訪問診療における上記の行為」については教

育していない施設が多かった。 
 
[11-2]必要な教育内容を教育するための解決

策は？（不十分とした項目について） 
「歯科訪問診療における上記の行為」につ

いての解決策としては、歯科医師会等と連携

して学外実習（歯科診療所、介護施設等の見

学実習）の場を設けることが挙げられた。 
 
[11-3]上記解決策を講じたとしても残る課題

は？  

 訪問診療における教育では、教育の場の確

保が課題として挙げられた。また、その場に

出るまでの十分な教育（患者に対応する能

力、感染対策等）をどのように行うかが共通

の課題として挙げられた。 
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Ｄ．考察 
1. 調査目的および調査対象について 
 令和 2 年度の厚生労働科学特別研究『歯科

技工士の業務内容の見直しに向けた調査研

究』において、歯科技工士の業務範囲に関す

る歯科医師と歯科技工士の意識調査が実施さ

れた。この研究により、歯科技工士が診療室

チェアサイドおよび歯科訪問診療先で、「歯

科医師の指示のもとで歯科技工士が行っても

よいと考える行為」と「必要な教育・研修を

受ければ、歯科医師の指示のもとで歯科技工

士が行ってもよいと考える行為」が整理さ

れ、歯科技工士の業務内容の見直しに向けた

今後の議論のための基礎資料が得られた。た

だし、業務内容が示されたものの、課題が多

く残された。そこで、昨年度の本研究では、

歯科技工業務に関する現在の教育内容の実態

や歯科技工業務の範囲拡大等に伴い必要とさ

れる教育内容について、まず「候補となる行

為」を選定し、これらの教育の現状に関して

全国の歯科技工士養成施設を対象にアンケー

ト調査を実施し、歯科技工士が「候補となる

行為」を行うと仮定した場合の現状の教育内

容を把握した。本年度は、歯科技工士の業務

範囲の拡大として歯科技工士が「候補となる

行為」を行うと仮定した場合の現状の教育内

容の評価と問題点の抽出を行った。さらに、

対応策について討議し、歯科技工士が診療室

のチェアサイド、歯科訪問診療等で実施する

ことが望まれる業務内容や、それに伴い拡大

が必要と考えられる教育内容と教育資源を検

討する必要があると考え、歯科技工士養成施

設に対するヒアリング調査を行った。 
 ヒアリング調査は、全国の歯科技工士養成

施設の中から、地域、修業年限、設置形態、

大学歯学部・歯科大学附属病院の有無等を考

慮して抽出した 11校（北海道・東北 1校、

関東・甲信越 3校、東海・北陸 2校、近畿 2
校、中国・四国 2校、九州・沖縄 1校）（2
年制 8校、3 年制 1校、3 年制（夜間）1

校、2 年制 3 年制（夜間）併設 1校）（私立 6
校、県立 2校、歯科医師会立 3校）を調査対

象とした。まず、ヒアリングシートを作成

し、11 か所の対象校に送ったところ、すべ

ての学校から回答があり、さらにワーキング

委員によるヒアリング調査に協力してくれた

ことから、11 か所すべての対象校から教育

の現状や課題、対策などを聴くことができ

た。このことより、さまざまな歯科技工士養

成施設から多くの意見を得ることができたと

考える。 
 
2. 調査方法について 
 1) 「候補となる行為」について 
 前年度までの研究において、「歯科医師の

指示のもとで歯科技工士が行ってもよいと考

える行為」と「必要な教育・研修を受けれ

ば、歯科医師の指示のもとで歯科技工士が行

ってもよいと考える行為」の中から、仮の候

補として 17 の行為を選定した。しかしなが

ら、これらの中には医療安全上の問題がある

とみなされる行為があったため、検討の結

果、11 の行為を「候補となる行為」とし

た。行為の選定には、歯科技工士法との関わ

りを考慮しながら検討したが、解釈が難しい

行為もあった。歯科技工業務の拡大を目指す

のであれば、今後、法的な裏付けについての

検討が必要と考えられた。 
 
 2) ヒアリングシートについて 
 「候補となる行為」ごとにヒアリングシー

トを作成した後、対象校に郵送し、3 つの項

目（教育の現状・課題・解決策）について回

答を得た。シートには「候補となる行為」の

定義とその行為に必要な教育内容を記載して

おき、回答しやすいように工夫したが、記述

する箇所が多く、対象校には回答に負担を強

いた。 
 シートには「この行為に関する教育の現状

は？」という質問項目があり、十分・不十分
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の選択式で回答を得た。不十分と回答した理

由として、その行為に必要な教育内容のうち

「歯科訪問診療における上記の行為」が不十

分であるから、が多かった。今回作成したヒ

アリングシートでは、チェアサイドでの行為

と歯科訪問診療先での行為を合わせて質問し

ていたため、チェアサイドでの行為としては

十分な教育を行っているものの、歯科訪問診

療先での行為としては不十分なため、全体と

して不十分と判断されたものが多かったもの

と考えられる。チェアサイドでの行為と歯科

訪問診療先での行為に分けて質問すれば結果

が変わってくると思われたが、回答に要する

時間や負担の軽減、シートの枚数、回答率な

どを考慮し、今回のヒアリングシートの様式

で作成した。 
 
 3) ヒアリングについて 
 ヒアリングシートへの回答を得た後、ワー

キング委員によるヒアリング調査を行った。 
対面あるいは Web でヒアリングを行った

が、ヒアリングシートへの回答だけでは得に

くい内容（養成施設のポリシー・考え・背

景、教育環境、歯科医療機関との関わり等）

を聴取することができた。ヒアリングシート

では同じ回答でも、背景や考え、判断基準等

が異なることがあった。それゆえ、ヒアリン

グシートによる調査には限界があり、実際の

ヒアリング調査はそれを補ってくれたと考え

た。 
 
3. 教育の現状について 
 1) 全体として 
 現行の歯科技工士学校養成所指定規則等で

定められた教育内容は、それぞれの対象校に

おいて十分教育されていた。実習室での実習

を十分行っていることから、チェアサイドで

の行為としても十分という回答が多かった

が、実際の臨床現場では「候補となる行為」

の内容によって十分・不十分の判断は変わる

ものと思われる。また、歯科訪問診療先での

行為としては不十分という回答が多かった

が、同じ行為でも学外実習を行っていないこ

とによるものと思われた。 
 
 2) 教育時間について 
 教育時間は「候補となる行為」によって差

があるものの、教育に必要な時間は不十分と

の回答が多かった。特に 2 年制の対象校では

時間的余裕がなく、新規に教育内容を加える

となると現行の教育内容の一部を削減する必

要が出てくる状況であることがわかった。現

状では「候補となる行為」を卒前の 2 年間で

教育することは時間的に困難ではないかと予

測される。 
 
 3) 教育の場について 
 講義室や実習室を使って授業されていた。

「候補となる行為」によっては、実習台での

実習で十分な場合や、実習台をチェアサイド

とみなして実習するのが困難な場合など、さ

まざまである。また、歯科訪問診療先での行

為については、臨床見学の場が必要と考える

対象校が多かったが、いずれの学校もその確

保に苦慮していた。 
 
 4) 器具、機器、予算について 
 少額の器具・機器・材料については準備す

ることが可能であるが、高額なものを揃える

には予算的に困難との意見が多くあった。例

えば、口腔内スキャナや CAD/CAM機器を

使う実習では、学校で機器を揃えるには財政

的に難しいため、企業に協力を得ながら実習

を進めているところが多く見られた。 
 
4. 解決策とさらなる課題について 
 「候補となる行為」の内容によって課題は

変わるが、必要な教育内容を教育するための

解決策として、①必要な機器や材料を購入・

整備する、②学生同士で相互実習を行う、③
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歯科診療ユニットのある実習室を整備する、

などの意見があった。また、歯科訪問診療に

おける行為についての解決策としては、歯科

医師会等と連携して学外実習（歯科診療所、

介護施設等の見学実習）の場を設けることが

挙げられていた。 
 また、これらの解決策を講じたとしても残

る課題としては、①修業年限が 2 年で短い、

②学外実習施設（病院、診療所、介護施設な

ど）の確保が困難である、③到達目標が明確

でない、④法令や教育要綱、ガイドライン等

が整備されていない、などが挙げられてい

た。これらの課題のうち②については、学外

実習の代替手段（動画教材で補完する等）を

検討する必要があるように考えられる。 
 歯科技工業務の拡大を目指すのであれば、

本研究結果を基に、それぞれの「候補となる

行為」について、到達目標を明確に設定し、

そのために必要な教育内容、教育資源、教育

の場を具体的に整備することが可能かどうか

についての検討が必要であると考えられた。

その後、必要に応じて法令等の整備について

の検討が行われるべきであろう。これらは、

次の研究の目的になるものと思われる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｅ．結論 
歯科技工士の業務範囲の拡大として「候補

となる行為」を歯科技工士が行うと仮定した

場合における教育の実態および課題等を把握

するため、歯科技工士養成施設に対してヒア

リング調査を実施した。その結果、「候補と

なる行為」を行う上で必要と考えられる教育

の現状や課題、またその解決策やさらなる課

題を明らかにできた。 
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資料 1：ヒアリングシート  
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資料 2：ヒアリング調査結果  
   （黒字：ヒアリングシートの回答、青字 /緑字：ヒアリング調査での追記）  
【患者と接する行為（総論）】  
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【色調選択（歯冠修復治療）】  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



159 

 
 
【歯冠修復物の研磨（歯冠修復治療）】  
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【人工歯選択（全部床義歯治療）】  
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【チェアサイド・訪問診療先での義歯の修理（全部床義歯治療）】  
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【人工歯選択（部分床義歯治療）】  
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【チェアサイド・訪問診療先での義歯の修理（部分床義歯治療）】  
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【口腔内スキャナを用いる光学印象（低侵襲治療）】  
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【口腔内写真の撮影（低侵襲治療）】  
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【咀嚼能力検査（グミゼリー）（低侵襲治療）】  
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【義歯を口腔内から取り外す（低侵襲治療）】  
 
 
 
 
 
 
 


